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関
税
定
率
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
案
）
参
照
条
文

◎

覚
せ
い
剤
取
締
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
五
十
二
号
）
（
抄
）

（
用
語
の
意
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
で
「
覚
せ
い
剤
」
と
は
、
左
に
掲
げ
る
物
を
い
う
。

一

フ
エ
ニ
ル
ア
ミ
ノ
プ
ロ
パ
ン
、
フ
エ
ニ
ル
メ
チ
ル
ア
ミ
ノ
プ
ロ
パ
ン
及
び
各
そ
の
塩
類

二

前
号
に
掲
げ
る
物
と
同
種
の
覚
せ
い
作
用
を
有
す
る
物
で
あ
つ
て
政
令
で
指
定
す
る
も
の

三

前
二
号
に
掲
げ
る
物
の
い
ず
れ
か
を
含
有
す
る
物

２
～

（
省
略
）

10

◎

爆
発
物
取
締
罰
則
（
明
治
十
七
年
太
政
官
布
告
第
三
十
二
号
）
（
抄
）

第
一
条

治
安
ヲ
妨
ケ
又
ハ
人
ノ
身
体
財
産
ヲ
害
セ
ン
ト
ス
ル
ノ
目
的
ヲ
以
テ
爆
発
物
ヲ
使
用
シ
タ
ル
者
及
ヒ
人
ヲ
シ
テ
之
ヲ
使
用
セ
シ
メ
タ
ル
者
ハ
死
刑
又
ハ
無
期
若
ク

ハ
七
年
以
上
ノ
懲
役
又
ハ
禁
錮
ニ
処
ス

◎

火
薬
類
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
火
薬
類
」
と
は
、
左
に
掲
げ
る
火
薬
、
爆
薬
及
び
火
工
品
を
い
う
。

一

火
薬

イ

黒
色
火
薬
そ
の
他
硝
酸
塩
を
主
と
す
る
火
薬

ロ

無
煙
火
薬
そ
の
他
硝
酸
エ
ス
テ
ル
を
主
と
す
る
火
薬

ハ

そ
の
他
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
火
薬
と
同
等
に
推
進
的
爆
発
の
用
途
に
供
せ
ら
れ
る
火
薬
で
あ
つ
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の

二

爆
薬

イ

雷
こ
う
、
ア
ジ
化
鉛
そ
の
他
の
起
爆
薬

ロ

硝
安
爆
薬
、
塩
素
酸
カ
リ
爆
薬
、
カ
ー
リ
ツ
ト
そ
の
他
硝
酸
塩
、
塩
素
酸
塩
又
は
過
塩
素
酸
塩
を
主
と
す
る
爆
薬

ハ

ニ
ト
ロ
グ
リ
セ
リ
ン
、
ニ
ト
ロ
グ
リ
コ
ー
ル
及
び
爆
発
の
用
途
に
供
せ
ら
れ
る
そ
の
他
の
硝
酸
エ
ス
テ
ル
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ニ

ダ
イ
ナ
マ
イ
ト
そ
の
他
の
硝
酸
エ
ス
テ
ル
を
主
と
す
る
爆
薬

ホ

爆
発
の
用
途
に
供
せ
ら
れ
る
ト
リ
ニ
ト
ロ
ベ
ン
ゼ
ン
、
ト
リ
ニ
ト
ロ
ト
ル
エ
ン
、
ピ
ク
リ
ン
酸
、
ト
リ
ニ
ト
ロ
ク
ロ
ル
ベ
ン
ゼ
ン
、
テ
ト
リ
ル
、
ト
リ
ニ
ト
ロ
ア

ニ
ソ
ー
ル
、
ヘ
キ
サ
ニ
ト
ロ
ジ
フ
エ
ニ
ル
ア
ミ
ン
、
ト
リ
メ
チ
レ
ン
ト
リ
ニ
ト
ロ
ア
ミ
ン
、
ニ
ト
ロ
基
を
三
以
上
含
む
そ
の
他
の
ニ
ト
ロ
化
合
物
及
び
こ
れ
ら
を
主

と
す
る
爆
薬

ヘ

液
体
酸
素
爆
薬
そ
の
他
の
液
体
爆
薬

ト

そ
の
他
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
爆
薬
と
同
等
に
破
壊
的
爆
発
の
用
途
に
供
せ
ら
れ
る
爆
薬
で
あ
つ
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の

三

火
工
品

イ

工
業
雷
管
、
電
気
雷
管
、
銃
用
雷
管
及
び
信
号
雷
管

ロ

実
包
及
び
空
包

ハ

信
管
及
び
火
管

ニ

導
爆
線
、
導
火
線
及
び
電
気
導
火
線

ホ

信
号
焔
管
及
び
信
号
火
せ
ん

ヘ

煙
火
そ
の
他
前
二
号
に
掲
げ
る
火
薬
又
は
爆
薬
を
使
用
し
た
火
工
品
（
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）

２

（
省
略
）

◎

化
学
兵
器
の
禁
止
及
び
特
定
物
質
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法
律
第
六
十
五
号
）
（
抄
）

（
定
義
等
）

第
二
条

（
省
略
）

２

（
省
略
）

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
物
質
」
と
は
、
毒
性
物
質
及
び
毒
性
物
質
の
原
料
と
な
る
物
質
（
以
下
「
原
料
物
質
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
化
学
兵
器
の
製
造
の
用
に

供
さ
れ
る
お
そ
れ
が
高
い
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

４
～
８

（
省
略
）

◎

児
童
買
春
、
児
童
ポ
ル
ノ
に
係
る
行
為
等
の
処
罰
及
び
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
五
十
二
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

（
省
略
）
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２

（
省
略
）

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
児
童
ポ
ル
ノ
」
と
は
、
写
真
、
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式

で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
記
録
媒
体
そ
の
他
の
物
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号

の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
児
童
の
姿
態
を
視
覚
に
よ
り
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
り
描
写
し
た
も
の
を
い
う
。

一

児
童
を
相
手
方
と
す
る
又
は
児
童
に
よ
る
性
交
又
は
性
交
類
似
行
為
に
係
る
児
童
の
姿
態

二

他
人
が
児
童
の
性
器
等
を
触
る
行
為
又
は
児
童
が
他
人
の
性
器
等
を
触
る
行
為
に
係
る
児
童
の
姿
態
で
あ
っ
て
性
欲
を
興
奮
さ
せ
又
は
刺
激
す
る
も
の

三

衣
服
の
全
部
又
は
一
部
を
着
け
な
い
児
童
の
姿
態
で
あ
っ
て
性
欲
を
興
奮
さ
せ
又
は
刺
激
す
る
も
の

◎

不
正
競
争
防
止
法
（
平
成
五
年
法
律
第
四
十
七
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
不
正
競
争
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

一

他
人
の
商
品
等
表
示
（
人
の
業
務
に
係
る
氏
名
、
商
号
、
商
標
、
標
章
、
商
品
の
容
器
若
し
く
は
包
装
そ
の
他
の
商
品
又
は
営
業
を
表
示
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
と
し
て
需
要
者
の
間
に
広
く
認
識
さ
れ
て
い
る
も
の
と
同
一
若
し
く
は
類
似
の
商
品
等
表
示
を
使
用
し
、
又
は
そ
の
商
品
等
表
示
を
使
用
し
た
商
品
を
譲
渡

し
、
引
き
渡
し
、
譲
渡
若
し
く
は
引
渡
し
の
た
め
に
展
示
し
、
輸
出
し
、
輸
入
し
、
若
し
く
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
提
供
し
て
、
他
人
の
商
品
又
は
営
業
と
混
同

を
生
じ
さ
せ
る
行
為

二

自
己
の
商
品
等
表
示
と
し
て
他
人
の
著
名
な
商
品
等
表
示
と
同
一
若
し
く
は
類
似
の
も
の
を
使
用
し
、
又
は
そ
の
商
品
等
表
示
を
使
用
し
た
商
品
を
譲
渡
し
、
引
き

渡
し
、
譲
渡
若
し
く
は
引
渡
し
の
た
め
に
展
示
し
、
輸
出
し
、
輸
入
し
、
若
し
く
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
提
供
す
る
行
為

三

他
人
の
商
品
の
形
態
（
当
該
商
品
の
機
能
を
確
保
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
形
態
を
除
く
。
）
を
模
倣
し
た
商
品
を
譲
渡
し
、
貸
し
渡
し
、
譲
渡
若
し
く
は
貸
渡
し
の

た
め
に
展
示
し
、
輸
出
し
、
又
は
輸
入
す
る
行
為

四
～
十
五

（
省
略
）

２
～

略

10
（
差
止
請
求
権
）

第
三
条

不
正
競
争
に
よ
っ
て
営
業
上
の
利
益
を
侵
害
さ
れ
、
又
は
侵
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
者
は
、
そ
の
営
業
上
の
利
益
を
侵
害
す
る
者
又
は
侵
害
す
る
お
そ
れ
が
あ

る
者
に
対
し
、
そ
の
侵
害
の
停
止
又
は
予
防
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
省
略
）
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◎

社
債
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
七
十
五
号
）
（
抄
）

（
振
替
社
債
等
の
供
託
）

第
百
二
十
九
条

法
令
の
規
定
に
よ
り
担
保
若
し
く
は
保
証
と
し
て
、
又
は
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
の
規
定
に
よ
り
、
社
債
等
の
う
ち
そ
の
権
利
の

帰
属
が
振
替
口
座
簿
の
記
載
又
は
記
録
に
よ
り
定
ま
る
も
の
と
さ
れ
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
、
次
条
及
び
第
百
三
十
条
に
お
い
て
「
振
替
社
債
等
」
と
い
う
。
）
の
供
託

を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
供
託
所
に
供
託
書
を
提
出
し
、
か
つ
、
当
該
振
替
社
債
等
に
つ
い
て
振
替
口
座
簿
の
供
託
所
の
口
座
の

第
六
十
九
条
第
二
項
第
一
号
（
第
百
十
三
条
、
第
百
十
五
条
、
第
百
十
七
条
、
第
百
十
八
条
、
第
百
二
十
条
、
第
百
二
十
一
条
、
第
百
二
十
三
条
、
第
百
二
十
五
条
及
び

第
百
二
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
九
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
保
有
欄
に
増
額
又
は
増
加
の
記
載
又
は
記
録
を
す
る
た
め
に
第
七

十
条
第
一
項
（
第
百
十
三
条
、
第
百
十
五
条
、
第
百
十
七
条
、
第
百
十
八
条
、
第
百
二
十
条
、
第
百
二
十
一
条
、
第
百
二
十
三
条
、
第
百
二
十
五
条
及
び
第
百
二
十
七
条

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
九
十
五
条
第
一
項
の
振
替
の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
５

（
省
略
）

◎

特
許
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
（
抄
）

（
特
許
発
明
の
技
術
的
範
囲
）

第
七
十
条

特
許
発
明
の
技
術
的
範
囲
は
、
願
書
に
添
付
し
た
特
許
請
求
の
範
囲
の
記
載
に
基
づ
い
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
及
び
３

（
省
略
）

◎

実
用
新
案
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
（
抄
）

（
特
許
法
の
準
用
）

第
二
十
六
条

特
許
法
第
六
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
七
十
条
か
ら
第
七
十
一
条
の
二
ま
で
（
特
許
権
の
効
力
が
及
ば
な
い
範
囲
及
び
特
許
発
明
の
技
術
的
範
囲
）
、

第
七
十
三
条
（
共
有
）
、
第
七
十
六
条
（
相
続
人
が
な
い
場
合
の
特
許
権
の
消
滅
）
、
第
七
十
九
条
（
先
使
用
に
よ
る
通
常
実
施
権
）
、
第
八
十
一
条
、
第
八
十
二
条
（

意
匠
権
の
存
続
期
間
満
了
後
の
通
常
実
施
権
）
、
第
九
十
七
条
第
一
項
（
放
棄
）
並
び
に
第
九
十
八
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
項
（
登
録
の
効
果
）
の
規
定
は
、
実
用

新
案
権
に
準
用
す
る
。

◎

意
匠
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
（
抄
）
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第
二
十
五
条

登
録
意
匠
及
び
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
特
許
庁
に
対
し
、
判
定
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

◎

行
政
機
関
の
休
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
九
十
一
号
）
（
抄
）

（
行
政
機
関
の
休
日
）

第
一
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
日
は
、
行
政
機
関
の
休
日
と
し
、
行
政
機
関
の
執
務
は
、
原
則
と
し
て
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

一

日
曜
日
及
び
土
曜
日

二

国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日

三

十
二
月
二
十
九
日
か
ら
翌
年
の
一
月
三
日
ま
で
の
日
（
前
号
に
掲
げ
る
日
を
除
く
。
）

２
及
び
３

（
省
略
）

◎

知
的
財
産
基
本
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

（
省
略
）

２

こ
の
法
律
で
「
知
的
財
産
権
」
と
は
、
特
許
権
、
実
用
新
案
権
、
育
成
者
権
、
意
匠
権
、
著
作
権
、
商
標
権
そ
の
他
の
知
的
財
産
に
関
し
て
法
令
に
よ
り
定
め
ら
れ
た

権
利
又
は
法
律
上
保
護
さ
れ
る
利
益
に
係
る
権
利
を
い
う
。

３

（
省
略
）


